
スマホ補償サービス　新旧対照表

旧 新

第３条（用語の定義） 第３条（用語の定義）

第６条（本サービスの提供除外事由）
（８）直接であると間接であるとを問わず、差押え、没収、収
用、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損
害。ただし、火災消防または避難に必要な処置によって生じた
場合を除きます。

第６条（本サービスの提供除外事由）
（８）直接であると間接であるとを問わず、差押え、没収、収
用、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損
害。ただし、火災消防または避難に必要な処置によって生じた
場合を除く

第８条（契約期間）
３ 本サービスには最低利用期間があります。最低利用期間は
本サービスの課金開始日の属する月から起算して２４ヵ月と
し、最終月の末日を以て契約満了とします。最低利用期間中に
解約された場合は、契約解除料として、別表に定めた金額を支
払うものとします。解約後は、端末の補償、交換はいたしませ
ん。

４ 本サービスの端末の補償および交換は、最低利用期間の最
終月の末日までとします。

第８条（契約期間）
３　本サービスには契約期間があります。契約期間は本サービ
スの課金開始日の属する月から起算して２４ヵ月とし、最終月
の末日を以て契約満了とします。解約後は、端末の補償、交換
はいたしません。

４　本サービスの端末の補償および交換は、契約期間の最終月
の末日までとします。

第１２条（遅延損害金および督促手数料）
主サービス加入者が料金等の支払いを遅延した場合は、モバイ
ルサービス タイプａ契約約款第２７条（遅延損害金および督
促手数料）に準ずるものとします。

第１２条（遅延損害金および督促手数料）
主サービス加入者が料金等の支払いを遅延した場合は、モバイ
ルサービス タイプａ契約約款第２６条（遅延損害金および督
促手数料）に準ずるものとします。

第１４条（本サービスの利用制限）
（３）本契約者が、次条の各項の各号に該当する行為を行った
場合

第１４条（本サービスの利用制限）
（３）本契約者が、第１５条（禁止行為）に該当する行為を
行った場合

第２０条（当社による契約の解約）
２　主サービス加入者が当社インターネット約款第４条に定め
る、第１種または第３種インターネット接続サービスおよびデ
ジタルテレビ約款に定めるデジタルテレビサービスの全てを解
約した場合、同時に本契約も解約されるものとします。

第２０条（当社による契約の解約）
２　主サービス加入者が当社インターネット約款第４条（サー
ビスの種類とプラン種別）に定める、第１種または第３種イン
ターネット接続サービスおよびデジタルテレビ約款に定めるデ
ジタルテレビサービスの全てを解約した場合、同時に本契約も
解約されるものとします。

第２条（本規約の範囲、変更および通知）
２　当社は、当社は、本規約を変更することができるものとし
ます。当社は本規約の変更にあたり、変更後の本規約の効力発
生日の１ヵ月前までに、本規約を変更する旨および変更後の本
規約の内容とその効力発生日を当社ホームページ上での掲載
等、当社の定める方法により告知します。ただし、緊急やむを
得ない場合はこの限りではありません。変更後の本規約の効力
発生日以降に加入者が本サービスの利用を継続したときは、加
入者は、本規約の変更に同意したものとみなします。

第２条（本規約の範囲、変更および通知）
２　当社は、本規約を変更することができるものとします。当
社は本規約の変更にあたり、変更後の本規約の効力発生日の
１ヵ月前までに、本規約を変更する旨および変更後の本規約の
内容とその効力発生日を当社ホームページ上での掲載等、当社
の定める方法により告知します。ただし、緊急やむを得ない場
合はこの限りではありません。変更後の本規約の効力発生日以
降に加入者が本サービスの利用を継続したときは、加入者は、
本規約の変更に同意したものとみなします。
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附則（実施期日）
この規約は、２０２２年２月２１日から実施します。

附則（実施期日）
この規約は、２０２２年７月１日から実施します。

第３条（事故申告書および故障端末等の送付）
３　申込者および本契約者が以下の各号のいずれかに該当した
場合は、当社が指定する支払期日までに契約解除料として登録
端末代金相当額を、当社が指定する支払方法に従い支払うもの
とします。 
（１）第１項の定めに違反し、事故申告書および故障端末が送
付期限内に当社に送付されなかっ
た場合。
（２）本規約の定めに違反して端末交換を申し込んだ場合。
２ 当社は、申込者および本契約者が支払った利用料金等およ
び契約解除料については、当社に故意または重大な過失がある
場合を除き、返金に応じないものとします。

第３条（事故申告書および故障端末等の送付）
３　主サービス加入者および本契約者が以下の各号のいずれか
に該当した場合は、当社が指定する支払期日までに登録端末代
金として相当額を、当社が指定する支払方法に従い支払うもの
とします。 
（１）第１項の定めに違反し、事故申告書および故障端末が送
付期限内に当社に送付されなかった場合
（２）本規約の定めに違反して端末交換を申し込んだ場合

４　当社は、主サービス加入者および本契約者が支払った利用
料金等については、当社に故意または重大な過失がある場合を
除き、返金に応じないものとします。

別表 料金表 別表 料金表

別表 料金表 削除
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